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１．点検・整備等に関する情報について

2



3

継続検査ついて

来年の４月より、車検を受けられる期間が延びます
年度末を避けて余裕をもって受検をお願いします

P.102



4

P.２６１～

燃料電池自動車等の取扱いについて

改正の概要（別紙・抜粋）

（１） 「自動車点検基準」及び「自動

車の点検及び整備に関する

手引」の一部改正

（４） 「道路運送車両の保安基準の

細目を定める告示」の一部改正

（５） 道路運送車両法施行規則第三

 六条第十四項等に基づき国土

 交通大臣が指定する自動車及

 び基準の一部改正



5

燃料電池自動車等の取扱いについて

P.262

P.１５～

「自動車点検基準」の改正

令和５年１０月２０日

別表第３ 項目追加

別表第５ 点検箇所追加

別表第５の２ 点検箇所追加

別表第６ 点検箇所追加

別表第７ 点検箇所追加

「自動車の点検及び整備に

関する手引」の改正

令和５年１０月２０日



6

道路運送車両の保安基準の細目を

定める告示の一部改正

継続検査時等に、高圧法体系下で行われる容器検査等により担
保される安全性と同等の安全性の担保が可能となる技術基準を規
定する。

細目告示別添１３１ 「圧縮水素ガスを燃料とする自動車のガス

容器及びガス容器付属品の技術基準」

細目告示別添１３２ 「圧縮天然ガスを燃料とする自動車のガス

容器及びガス容器付属品の技術基準」

細目告示別添１３３ 「液化天然ガスを燃料とする自動車のガス

容器及びガス容器付属品の技術基準」

燃料電池自動車等の取扱いについて

P.26３



7

燃料電池自動車等の取扱いについて

道路運送車両法施行規則第三六条第十四
項等に基づき国土交通大臣が指定する自動
車及び基準の一部改正

継続検査等（持込検査）を申請する者は、独立行政法人自動

車技術総合機構及び軽自動車検査協会に対し、当該申請に

係る自動車に備えるガス容器等が保安基準に適合するもの

であることを証する書面を提出しなければならない旨を規定。

P.26３
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燃料電池自動車等の取扱いについて

指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車
等のガス容器等再試験の取扱要領 （１／４）

１．対象範囲 圧縮水素ガス

圧縮天然ガス を燃料とする自動車

液化天然ガス

２．自動車特定整備事業者が行うガス容器等の再試験について

ガス容器等再試験の設備は、他の事業場等から借り入れできる。

（１） 細目告示別添で定める設備及び基準に基づき屋内作業場において、

   十分な換気を行い実施すること。

（２） ガス容器等再試験を実施できる者は、事業場の工員であって資格を

有するものであること。（二級自動車整備士等）

P.304
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燃料電池自動車等の取扱いについて

指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車
等のガス容器等再試験の取扱要領 （２／４）

（３） ガス容器等再試験を実施した際は、「ガス容器等再試験結果証明書」を

作成し、依頼者に２部交付すること。 （再交付可能）

（４） 「ガス容器等再試験結果証明書」を交付する際には、「ガス容器等再

試験結果管理台帳」で適切に管理すること。

なお、再交付した場合や設備を他の事業場等から借り入れた場合

には、備考欄にその旨記載すること。

 （５） 交付した、「ガス容器等再試験結果証明書」の写し及び「ガス容器等再

試験結果管理台帳」は、２年間保存すること。

P.305



10

燃料電池自動車等の取扱いについて

指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車
等のガス容器等再試験の取扱要領 （３／４）

２．指定自動車整備事業者が行うガス容器等の再試験について

ガス容器等再試験の設備は、他の事業場等から借り入れできる。

（１） 「ガス容器等再試験結果証明書」によらず、細目告示別添で定める

設備及び基準に基づき屋内作業場において、十分な換気を行い実施

すること。

ただし、ガス容器等再試験を実施した事業場に限り、当該事業場で

交付した有効な「ガス容器等再試験結果証明書」を活用することがで

きる。その際は、証明書と記録簿に添付し、保存すること。

（２） ガス容器等再試験を実施できる者は、自動車検査員とする。

P.305
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燃料電池自動車等の取扱いについて

指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車
等のガス容器等再試験の取扱要領 （４／４）

（３） ガス容器等再試験を実施した際は、「ガス容器等再試験結果証明書」を

作成し、依頼者に１部交付すること。 （再交付可能）

（４） 「ガス容器等再試験結果証明書」を交付する際には、「ガス容器等再

試験結果管理台帳」で適切に管理すること。

なお、再交付した場合や設備を他の事業場等から借り入れた場合

には、備考欄にその旨記載すること。

 （５） 交付した、「ガス容器等再試験結果証明書」の写し及び「ガス容器等再

試験結果管理台帳」は、２年間保存すること。

 （６） ガス容器等再試験を実施した場合には、指定整備記録簿の備考欄に

実施年月日・充填可能期限、試験実施者、ガス検知器の型式等を記載

すること。

P.306



令和６年９月３０日
「大型車の車輪脱落事故防止に係る令和６年
度緊急対策の実施について」の通達を発出

大型車の車輪脱落事故防止について

P.2８３～P.2９８

12

事故車両調査により確認された各部品の劣化・損傷事例

適切な点検・整備の実施をお願いします



大型車のタイヤ脱着時のホイール・ナットの点検・整備の注意喚起

13

P.２９７



２．特定整備制度について

14



〇 「分解整備」の対象装置に「自動運行装置」を追加するとともに、対
象装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造までに定義
を拡大し、名称を「特定整備」に改める。

〇 自動車製作者等に対し、点検整備に必要な型式固有の技術情報
を特定整備を行う事業者等へ提供することを義務付ける。

令和２年４月１日施行

（道路運送車両法の一部を改正する法律の概要）

特定整備制度について

15



①分解整備のみ

②電子制御装置整備のみ

③分解整備と電子制御装置整備の両方

の認証を取得する３つのパターンを策定

特定整備制度について

16



「電子制御装置整備」に該当する作業の例 （１／２）

（ア） センサー（前方をセンシングするための単眼・複眼カメラ、ミリ
波レーダー、赤外線レーザー、ＬｉＤＡＲなど）

（イ） 電子計算機（ＥＣＵ（Electronic Control Unit））
（ウ） 自動車の車体前部（バンパー、グリル）
（エ） 窓ガラス（アのセンサーが外部の状況を検知するために発した

信号が透過する窓ガラス）

① アからエのいずれかの取り外し

② アからエのいずれかの取付位置若しくは取付角度の変更

③ ア又はイの機能の調整

※衝突被害軽減制動制御装置（自動ブレーキ）及び自動命令型操

舵機能（レーンキープアシスト）の作動に影響を及ぼすおそれの

ある整備又は改造に限ります。

（１）運行補助装置（施行規則第３条第８号関係）

特定整備の対象となる作業

17

P.48



（２）自動運行装置（施行規則第３条第９号関係）

自動運行装置を取り外し自動車の整備又は改造、その他自動運行
装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備又は改造

(国土交通省HP 掲載
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_Target_vehicle.html)

「電子制御装置整備」の対象車両

「電子制御装置整備」に該当する作業の例 （２／２）

保安基準が設定されている衝突被害軽減制動制
御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置
が搭載されている車両

● 特定整備制度に関するQ&A

特定整備の対象となる作業

18

P.48

P.53～57
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特定整備事業者の遵守事項について

道路運送車両法施行規則 （１／２）

第６２条の２の２

（自動車特定整備事業者の遵守事項）

（１）点検・整備料金の掲示

改正前 ・点検・整備の作業料金について、依頼者の

   見やすいように掲示

↓

改正後 ・点検・整備の作業料金について、依頼者の

   見やすいように掲示

 ・自ら管理するウェブサイトに掲示

（ただし、従業員が５人以下又はウェブサイト

を有していない場合を除く）

P.７
P.８７
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特定整備事業者の遵守事項について

道路運送車両法施行規則   （２／２）

第６２条の２の２

（自動車特定整備事業者の遵守事項）

（６の３） 検査整備用電子情報処理組織の安全性確保

OBD検査システムのログインID・パスワードの

適切な管理 （不正利用の禁止）

（６の４） 検査整備用電子情報処理組織の真正性確保

OBD検査・確認に係るデータの正確な情報の記録

（不正なデータの送信の禁止）

P.７
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行政処分等の基準について

P.３２５～「自動車整備事業者に対する行政

処分等の基準について」の一部改正

道路運送車両法施行規則の一部改正のより自動車

特定整備事業者の遵守事項に検査整備用電子情報

処理組織の使用に関する規定が追加された。

これを受け、「自動車整備事業者に対する行政処分

等の基準について」も一部改正されました。
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行政処分等の基準について

「「自動車整備事業者に対する
行政処分等の基準について」
の細部取扱いについて」の一
部改正について

別表１

自動車特定整備事業に

係る違反点数 （抜粋）

P.３３６



23

行政処分等の基準について

「「自動車整備事業者に対する
行政処分等の基準について」
の細部取扱いについて」の一
部改正について

別表２

指定自動車整備事業に

係る違反点数 （抜粋）

P.３３８



★国土交通省及び地方支分部局のホームページに点在する
事業者の過去の処分歴などの「ネガティブ情報」を一元的に
集約したポータルサイトを平成19年10月1日からホームページ
上に開設しました。
事業者の名称を入力するだけで、事業者の過去の処分歴一覧
を簡単に検索できるシステムです。

ネガティブ情報等検索サイト



特定整備実施
 ⇩

チェック記号を
◯で囲む

※記入する欄が存
在しない場合には、
適宜、備考欄等を
活用し整備の概要
を記入する。

特定整備記録簿について

25

P.81～85



（旧） （新）

交換部品の欄に書けない場合は、余白あるいは
別紙に記載の上、記録簿とホッチキス止め等して
一緒に保管する。

特定整備記録簿について

26



ケース１ ：Ａ事業者において、ガラス交換・レーダー交換・エーミング作業を実施
した場合

作業者 Ａ社

作業内容及び特定整備

記録簿の記載内容

・ガラス交換 → 「  ＋ ガラス交換の旨」を記載

・レーダー交換 → 「  ＋ レーダー交換の旨」を記載

・エーミング作業→「 ＋エーミング作業の旨」を記載

×

×

Ａ

【記載例】 電子制御装置整備
（内）：構内外注、（外）外注

カメラ

Ａ

レーダー

レーザー ガラス

バンパ

エーミング

特定整備記録簿について

27

P.82



ケース ２：Ａ事業者が、ガラス交換を構内外注し、レーダー交換、エーミング作業

を自ら行った場合

作業者 Ａ社

作業内容及び特定

整備記録簿の記載

内容

・ガラス交換→｢  ＋ガラス交換の旨＋構内外注の旨｣を記載

・レーダー交換 →「  ＋レーダー交換の旨」を記載

・エーミング作業 →「  ＋エーミング作業の旨」を記載

×

×

Ａ

電子制御装置整備
（内）：構内外注、（外）外注

カメラ

Ａ

レーダー

レーザー ガラス（内）

バンパ

エーミング

【記載例】

特定整備記録簿について

28

P.82



ケース ３：Ａ事業者がレーダー交換を行い、Ａ事業者がＢ事業者にエーミング作業

 を外注して、Ｂ事業者がエーミング作業を行った場合

作業者 Ａ社 Ｂ社

作業内容及び特

定整備記録簿の

記載内容

・レーダー交換

→「 ＋レーダー交換の旨」

を記載

・エーミング作業を外注

→外注した旨を記載

・エーミング作業

→「 ＋エーミング作業の旨」

を記載

× Ａ

電子制御装置整備
（内）：構内外注、（外）外注

カメラ レーダー

レーザー ガラス

バンパ

エーミング（外）

【記載例】 電子制御装置整備
（内）：構内外注、（外）外注

カメラ

Ａ

レーダー

レーザー ガラス

バンパ

エーミング

特定整備記録簿について

29P.83



（届出・申請様式等 整備事業関連情報のページ）
①自動車検査・登録

↓
②自動車の検査、点検と整備、安全と環境

↓
③自動車特定整備事業について（認証工場）

届出・申請書様式等整備事業に
関する情報は、こちらから

①近畿運輸局ホームページ トップ画面

②

③

認証関係のお知らせについて

30



自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたと

きは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届
け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 法人にあつては、その役員の氏名

三 事業場の所在地

四 屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場
の面積又は間口若しくは奥行きの長さ  

※事業を廃止したときも同様に届出が必要です。

道路運送車両法第８１条（変更届等）

変更届について

31

P.3



自動車特定整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、
自動車特定整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた

日から十五日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なけ
ればならない。

一 届出者の氏名又は名称及び住所

二 整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及

  び所在地

三 整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の

  開始の日

道路運送車両法施行規則第６２条の２の２
（自動車特定整備事業者の遵守事項）

変更届について

32

P.８



電子制御装置整備の認証工場の整備主任者になる場合は、
必要な整備士資格の他に、「電子制御装置整備の整備主任者
資格取得講習」を受講する必要があります。

➢ 整備主任者研修
道路運送車両法第91 条の3 （法施行規則第62 条の2 の2 第1 項第８号）

➢ 自動車検査員研修
指定自動車整備事業規則第１４条

整備主任者等の研修について

研修 受講義務者

①整備主任者（法令）研修 選任されている整備主任者全員
（②の研修を受けた者は除く）

②自動車検査員研修 選任されている自動車検査員全員

③整備主任者技術研修 選任されている整備主任者のうち
事業場毎に１名以上

●整備主任者の選任に必要な研修（１級自動車整備士除く）

●１年に１度受講が必要な研修

33



３．その他のお知らせ

34



35

自動車検査標章について

P.１２７



検査標章の貼付位置の変更について

36

令和５年７月３日より変更

（貼付位置）

前方かつ運転者席から見易い位置

運転者席側上部で、車両中心から

可能な限り遠い位置

P.１２９



37

現在の手数料額

P.378



ＯＣＲシート記入・印刷時の注意点について
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P.95
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ＯＣＲシート記入時の注意点について

持込検査受検時は

P.101
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OBD検査・確認について

P.２６７～OBD検査プレ運用の実施について

輸入車のみ引き続き
ＯＢＤ確認での練習が

可能です

※Ｒ７年９月３０日まで

令和６年１０月１日より
本格運用が始まり

プレ運用はできません



OBD検査システムについて

Ｐ３１１～３１４



OBD検査システムについて

Ｐ３１１～３１４
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OBD検査システムのID等の管理において遵守すべき事項

OBD検査システムの利用にあたって取得・設定したID等につ
いて、機構の定める利用規約に従って適切に管理すること。

以下に掲げるID等の不正使用又はその幇助を行った場合、
行政処分の対象となるとともに機構が当該ID等の効力を停
止する可能性があることに留意されたい。

 ① 検査員又は工員が他者のID等を使用してOBD検査又は
  OBD確認を実施した場合（なりすまし）

 ② 事業場が取得・設定したID等を、事業場以外の者へ
  貸し渡し、使用させた場合（ID等の不正使用の幇助） 

自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者における
OBD検査システムのID及びパスワードの管理に係る

遵守事項及び留意事項
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未認証工場等による
OBD検査システムの

不正使用に関する罰
則についてのポスター

OBD検査システムの不正使用について



『OBD検査』、『OBD確認』、『OBD点検』、違いは？
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定期点検整備 制 度 検査（車検）
任意

（実施義務はなし）

令和３年10月１日 開始時期
令和６年10月１日

（輸入車は令和７年10月1日）

OBDを搭載する全ての自動車

（年式にかかわらない）
対象自動車

令和３年10月1日以降の新型車

（輸入車は令和4年10月1日
以降の新型車）

12カ月ごと 実施時期
車検時

指定：完成検査時
持込：持込検査時

スキャンツールを接続し、
整備が必要な故障コード
があれば整備

方 法
機構サーバーに接続して合否判定

（自動判定）

認定は不要
スキャンツール

認定を受けた 「検査用スキャンツール」

※ わかりやすいように説明を簡略化。
正確には法令を参照のこと

OBD点検 OBD確認OBD検査

OBD検査が必要な自動車
に対し、次の目的で実施

完成検査時以外での
適否の確認

持込検査での省略

✓

✓

OBD検査 OBD確認



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

○○運輸支局

整備業務関係について

令和６年度 整備主任者法令研修
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